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１．はじめに 

 

阪神・淡路大震災は，大都市を襲った直下型の地

震であったため，神戸・阪神間の諸都市を中心に壊

滅的な打撃を被り，多大な人的・物的被害を受けた．

ライフラインである水道・電気・ガス・電話等は寸

断され，都市生活は麻痺し，それに加えて，鉄道，

道路，港湾，河川等の都市インフラにも甚大な被害

が発生した．幸いにも，休日明けの午前5時46分と
いう社会経済活動が開始する前の時間帯であったた

め，交通輸送機関による通勤・通学者の直接的な被

災は免れている． 

阪神・淡路大震災における神戸市など，昼間時の

大都市中心部には多数の通勤・通学，買い物等を目

的とする来街者の存在がある．平成９年度に公表さ

れた東京直下地震の被害想定1)によると，これらの

人々の数は東京都全体で１日平均約819万人，区部
において約695万人にのぼることが想定されている．
このため，大規模地震発災直後において，主要な輸

送機関である鉄道の運行停止や不通区間の生じるこ

とにより多くの帰宅困難者の発生が予測されている． 

多くの帰宅困難者は，徒歩により帰宅を行うもの

と考えられるが，帰宅経路の安全状態や経路の被害

状況の情報とともに長時間にわたる帰宅経路におけ

る食料や飲料水の確保が大きな課題となる． 

本研究では，発災後における交通輸送機関の麻痺

により発生する帰宅困難者の問題点を明らかにした

上で飲食料等確保のあり方の示唆を目的とする． 

２．帰宅困難者対策における問題点 

 

帰宅困難者とは，「震災時に交通機関が使用でき

なくなったとき，自宅が遠距離のため徒歩による帰

宅が困難となる外出者」と東京都では定義している．

東京直下地震の被害想定では，こうした帰宅困難者

が約371万人発生すると予想されており，大きな社
会的混乱が懸念されている． 
中央防災会議２)，東京都３)等の資料によると，帰

宅困難者対策として，①普及啓発，②情報収集・提

供，③事業所・学校・施設における対策，④ターミ

ナル駅周辺の対策，⑤徒歩帰宅支援，⑥代替輸送の

各項目について対応策を検討しているが，具体的な

対応を取るためには克服すべき課題が山積している．

（表－１） 

表－１ 帰宅困難者対策とその問題点（課題） 

対策項目 問題点・課題 

普及啓発 
・ 帰宅困難の状況が具体的に理解できない 
・ 事業所等が帰宅困難問題への意識が低い
とともに何をやって良いのか分らない 

情報収集・
提供 

・ 国，自治体等の関係機関が帰宅困難問題
の情報を共有する体制になっていない 

・ 各情報提供手段の災害時の信頼性につい
て検討が必要である 

・ 帰宅経路の被害状況の情報が必要 

事業所・学
校・施設に
おける対策 

・ 事業所，不特定多数収容施設が，帰宅困
難者対策の主導をとらなければならない
ことへの認識不足 

・ 中小規模の施設での取組みができない 

ターミナル
駅対策 

・ 駅と地元の連絡体制の不備 
・ 鉄道は本社が対策の方針全てを決めるた
め駅独自の対応ができない 

徒歩帰宅支
援 

・ 徒歩帰宅支援機関間の役割分担，調整が
取られていない 

・ 水，食料の備蓄は行政区域内の住民への
対策であり帰宅困難者向けではない 

代替輸送 

・ 発災時においては救出活動等の緊急輸送
が主体であり帰宅困難者輸送は困難 

・ 移送実施機関の広域的な対応が必要．し
かし，役割分担等の調整の検討が不十分 
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 大量の帰宅困難者を円滑に帰宅させるためには，

一次的な休息場所などの帰宅支援施設の配置や支援

体制の構築が必要になる．発災時間帯が夜間や早朝

となった場合には，一時避難場所および長距離の帰

宅経路上での飲食料の確保が重要な課題となってい

る．これらの備蓄は通勤・通学者の所属組織での対

応が原則となっているが，買物客を含めてその対応

力は脆弱であり，社会的なシステムを構築すること

は非常に有益な事項と考えられる．本稿では，情報

提供を含めた支援施設として，コンビニエンススト

ア（以下，コンビニとする）の可能性について検証

を行う． 

３．阪神・淡路大震災におけるコンビニの対応4) 

（１）震災後の店舗の営業状況 

 神戸市をはじめとする各自治体は，被災者への飲

食料等の生活必需品の提供に向けて，全国各地から

救援物資を輸送し，各避難所へ供給する救援物資供

給システムを立ち上げた．しかしながら，行政も想

定していなかった大災害のため，このシステムが完

全に機能し，被災者に過不足なく，円滑に輸送でき

るまでには多大な時間を要した．そこで行政および

被災者はコンビニをはじめとする小売店にも物資供

給機能を求めた．コンビニではこれを受けて，震災

後も営業が可能であれば原則として営業を行い，被

災者に物資を供給するべく早期に営業を再開した．

店頭には入場制限を行わなければならないほどの長

蛇の列ができ，被災者にとって，コンビニの営業は

物資供給という観点から非常に有用であった．図－

１は，被害の大きかった神戸市内における某大手コ

ンビニチェーンの開業店舗数の推移を示している． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 某大手コンビニチェーンにおける開業店舗

数の推移 

これによると，震災の翌1月18日から少しずつ営
業を再開し始め，22日には半数以上の店舗が営業を
再開している．しかし，1月21日に開業店舗数が一
時減少しているのは，交通被害等の諸事情により納

品車が到着せず，商品が不足したためと思われる．

このような観点から判断すると，発災直後（当日，

翌日）の帰宅困難者への飲食料の提供に関して，現

状でのコンビニを帰宅困難者対策の主流に置くこと

は大きな問題を抱えていることが理解される． 
 
（２）震災後の障害とその対策 
 表－２は震災後に店舗の営業再開の際に障害とな

った主な要因とコンビニチェーンが行った対策をま

とめたものである．これらの対策により，図－１で

示したように発災後数日の間にコンビニチェーンは

営業再開店舗数の拡大を可能とした． 

表－２ コンビニ営業における障害とその対策 

障 害 対   策 
通信手段(電話等)不通
によりコンビニ各店舗
との交信が困難 

・ 徒歩等で店舗状況を確認 
・ POS システムが使用不可能なため，
配送方法は商品を限定し，１日３回
の配送のみとした 

神戸市内の配送センタ
ーの被災 

・ 使用可能な近隣配送ｾﾝﾀｰに一本化 
・ 早期に神戸配送センターを修復 

従業員の確保が困難 ・ 被災地外から多くの営業担当を派遣 

早期営業再開の外的要因として二つの事項があげ

られる．一つは，コンビニの営業に必須である電力

が比較的早く復旧したこと，もう一つは，被災地域

内は非常に混乱していたものの，配送車に「緊急物

資輸送」と表示すれば被災地域の警察・消防は通行

を妨げなかったため，緊急物資発送地の警察等で緊

急車両指定を申請すると，支援物資として許可証の

発行が可能であったことが挙げられる． 

 

（３）大規模地震災害時における課題 

以上のようにコンビニは，被災者にとって非常に

有用であったといえるが，同時に今後への課題も明

らかになった．コンビニ特有の配送方法である「ジ

ャスト・イン・タイム」により，納品車が店舗に到

着しなければ商品はすぐに品切れとなってしまい，

また電力がストップするとPOSレジスターが使用不

可となり営業が困難となった．コンビニの効率経営

も，発災直後での従業員確保が隘路となった． 
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４．東海地震における帰宅困難者対策 

 

（１）東海地震における帰宅困難者数 

愛知県防災会議による東海地震等の被害予測調査

報告書による帰宅困難者数は，表－３に示すように

推定されている５)．突発地震時においては，名古屋

市で半数近い47万人をはじめとして，岡崎市，豊田
市を中心にして愛知県内で約100万人に近い帰宅困
難者が発生すると予測されている．ここで，名古屋

市の数値は昼間に名古屋市にいる人のうち帰宅困難

になる人数を示すものである． 

表－３ 愛知県おける東海地震の帰宅困難者予測 

 

 

 
 
東海地震では，警戒宣言発令の有無により震災前

後の状況が大きく異なると予想され，震災前に判定

会が召集されれば，公共交通機関の利用が可能であ

るこの段階で帰宅を促すとする企業・学校が多く存

在するため，震災後の帰宅困難者は名古屋市で約5
0％，全県で40％弱に減少すると予想されている． 
 注意情報を認知した後および警戒宣言が発令され

た後の帰宅希望者がたどる行動パターンは，おおよ

そ図－２のように示すことができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 警戒宣言による帰宅困難者の動向 

（２）警戒宣言が帰宅困難者に与える影響 

 東海地震はわが国で唯一，予知の可能性があると

いわれているが，警戒宣言の有無により帰宅困難者

の状況が大きく異なると予想されている． 

表－４ 東海地震に関する情報レベルと対策 

レベル 行動および対策 

注意情報 ・ 多くの学校・企業で準備行動を開始 
・ 名古屋市が準備行動を開始 

警戒宣言 
・ 公共交通機関がストップ 
・ 交通規制の実施 
・ 地震防災応急対策の実施 

表－４に情報レベルと各主体の対応を示すが，注

意情報が震災前に発信されると，警戒宣言前までに

移動（帰宅行動）を済ませておく必要が生じる．し

かしながら，注意情報の発令から警戒宣言までの期

間が予期できないことの不安から，帰宅行動者が一

時的にターミナル駅に殺到する可能性が高い． 

このように，震災前の段階ですでに帰宅困難者が

発生するという事態への対応が，名古屋市等の行政

機関や交通事業者にとって大きな課題となる． 

a)ターミナル駅の滞留者への影響 

特に問題点が生じると考えられるのは，図－２に

示す警戒宣言の発令により鉄道が運行不能となるこ

とによって発生する滞留者と徒歩帰宅者の取り扱い

である．名古屋駅では注意情報が発信された後，最

大で10万人以上ともいわれる帰宅希望者が殺到する
が，これらを全て円滑に帰宅させることは困難であ

り，警戒宣言発令後も少なからぬ滞留者の存在が想

定される．帰宅したいのにできない焦りや苛立ちと

ともに，情報と保護を求めて殺到するため，対応如

何によっては大混乱が生じる可能性が高い． 
b)徒歩帰宅行動時の混乱 

自宅へ向かって歩き出した徒歩帰宅者は，帰宅経

路を明確に把握していないケースも多く，正確な情

報を得るための手段も少ない．また，自宅が遠方で

あるために帰宅をあきらめたり，帰宅行動開始後の

飲食料・トイレ使用等を得られないなど，徒歩帰宅

を行う上での障害は非常に多い．さらに，夜間に震

災が発生した場合は，停電による暗闇での行動にな

ると想定され，徒歩による帰宅はより困難になる． 
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（３）帰宅困難者への提言 

a) 鉄道駅等の滞留者への対策 

2003年に修正された中央防災会議の地震防災計画
では，帰宅困難者の取り扱いについて「市町村以外

の計画主体は，規制の結果生じる帰宅困難者に対す

る具体的な避難誘導，保護ならびに食料等の斡旋の

措置を明示すること」としている．これを受けて，

具体的に交通機関運営主体と協定を締結している自

治体が存在する中，名古屋市はいまだに未整備であ

る．あらかじめ帰宅困難者を受け入れる避難所を駅

周辺にいくつか指定しておき，円滑な避難誘導が可

能なように，交通機関運営主体との連携体制ならび

にその責任所在を明示しておくべきである． 

さらに，食料等の斡旋については問題が多い．名

古屋市は震災発生の前段階には備蓄物資を提供しな

いことにしているため６)，避難所にいる帰宅困難者

にのみ交通機関運営主体から飲食料が提供される状

況になってしまう．加えて，誰が帰宅困難者である

のかの判断も困難である．交通機関運営主体だけで

なくコンビニチェーンの活用も今後の課題である． 

b) 徒歩帰宅行動者への対策 

徒歩帰宅者が安全に帰宅するには，飲食料，トイ

レ，休息，帰宅支援情報などが必要であるが，現状

ではそれらの支援設備，サービスが帰宅の沿道上に

十分用意されていない．このような設備を一から整

備することは困難であるため，既存の施設を利用す

ることを考え，コンビニがこの役割を果たすことを

提案したい． 

コンビニは偏在があるものの絶対数が多く，名古

屋市内に広く分布している．本来の業務に加え，名

古屋市との連携体制を確立することによってリアル

タイムでの情報発信が可能になれば，注意情報の発

信以降は徒歩帰宅者にとって大変有益である．さら

に図－１で示す阪神・淡路大震災の事例から明らか

なように，震災発生後もコンビニは積極的に営業を

再開し，被災者への物資供給機能を果たしていたこ

とから，震災後の徒歩帰宅行動者への支援施設とし

ての役割を果たしうる期待は大きい． 

ただし，注意情報発令後に必要物資を買出しにい

く市民が多いと予想され，この段階でコンビニが商

品不足となる事態が十分に想定される．警戒宣言発

令以前は愛知県警が交通規制を実施しないため，大

規模な交通渋滞の発生が考えられ，納品車がコンビ

ニ各店舗にスムーズに到着できなくなる可能性が大

きい．このためには，道路交通管理者がコンビニの

納品車を事前に緊急指定車両に認定しておき，円滑

な物資輸送を可能にすることが望まれる．さらには，

納品車に道路のモニタリング機能を担わせることも

検討すべき事項である． 

コンビニに求められる機能は飲食料の供給だけで

なく，帰宅困難者が必要とする被災状況や代替輸送

機関の運行情報等に関する情報提供の重要性が増し

ていると考えられる．発災直後から救援物資が定期

的に届けられるようになる数日間，「コンビニに行

けば各種の情報が提供され，飲料水等の緊急物資が

手に入る」ことが帰宅困難者および被災者に与える

物理的，精神的影響は極めて大きいと思われる． 

５．おわりに 

 本研究では，帰宅困難者への支援のあり方につい

て提言してきたが，コンビニを徒歩帰宅行動者に対

して有効に活用しようとする試みについては，非常

時とはいえ特定の民間業者の営業活動を行政側が積

極的に協力することに関する合意形成についての検

討が必要である．コンビニの多機能・高度情報化の

進展は，街の物資供給点だけでなく情報ステーショ

ンの役割を担う社会システムの一部となってきてい

る．今後は，帰宅困難者等への支援における移送の

あり方，コンビニネットワークを有効活用する緊急

時輸送のあり方について，研究を進める予定である． 
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